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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第４区分
【発行日】平成22年10月14日(2010.10.14)

【公開番号】特開2010-132006(P2010-132006A)
【公開日】平成22年6月17日(2010.6.17)
【年通号数】公開・登録公報2010-024
【出願番号】特願2010-58489(P2010-58489)
【国際特許分類】
   Ｂ４１Ｊ   2/175    (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/18     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/185    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ４１Ｊ   3/04    １０２Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   3/04    １０２Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月26日(2010.8.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体を収容する液体収容体の差込口に差し込まれて前記液体収容体の収容する液体を導出
可能にする液体導出管を、前記液体収容体の差込口に対して抜き差し可能に取り付ける液
体導出管取り付け構造において、
　前記液体収容体が装着される装着面を有する装着部を備え、
　前記装着部は、前記液体を吸収する液体吸収体を収容する収容部を有し、
　前記液体吸収体は、前記収容部内に収容されるとともに前記装着面から突出する突出部
を有する
ことを特徴とする液体導出管取り付け構造。
【請求項２】
請求項１に記載する液体導出管取り付け構造において、
　前記装着部は、前記装着される液体収容体の差込口に前記液体導出管を差し込む差込位
置と、前記装着される液体収容体の液体が使用される使用位置との間を往復動するスライ
ダを備え、
　前記スライダは、前記装着面と、前記収容部とを有し、
　前記突出部は、前記液体収容体が前記差込位置に配置される場合、前記液体収容体と接
する
ことを特徴とする液体導出管取り付け構造。
【請求項３】
請求項１または２に記載する液体導出管取り付け構造において、
　前記突出部は、前記液体収容体における前記差込口を有する面と接する
ことを特徴とする液体導出管取り付け構造。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１つに記載する液体導出管取り付け構造において、
　前記液体吸収体は、前記液体導出管の外周を覆う
ことを特徴とする液体導出管取り付け構造。
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【請求項５】
ターゲットに対して液体を噴射する液体噴射ヘッドに液体導出管を通じて液体収容体の収
容する液体を供給する液体噴射装置において、
　前記液体導出管は、請求項１～４のいずれか１つに記載する液体導出管取り付け構造を
備えた
ことを特徴とする液体噴射装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の液体導出管取り付け構造は、液体を収容する液体収容体の差込口に差し込まれ
て前記液体収容体の収容する液体を導出可能にする液体導出管を、前記液体収容体の差込
口に対して抜き差し可能に取り付ける液体導出管取り付け構造において、前記液体収容体
が装着される装着面を有する装着部を備え、前記装着部は、前記液体を吸収する液体吸収
体を収容する収容部を有し、前記液体吸収体は、前記収容部内に収容されるとともに前記
装着面から突出する突出部を有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の液体導出管取り付け構造によれば、液体収容体が装着される装着面を有する装
着部を備え、該装着部には、液体を吸収する液体吸収体の収容部が設けられている。また
、液体吸収体は、収容部に収容されるとともに、上記装着面から突出する突出部を有して
いる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　したがって、液体吸収体によって、差込口から漏れ出す液体を吸収して回収ことができ
、液体による液体収容体周辺の汚染を回避することができる。しかも、液体吸収体に設け
られた突出部によって、差込口から漏れ出す液体をより確実に吸収して回収することがで
きる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　この液体導出管取り付け構造は、前記装着部が、前記装着される液体収容体の差込口に
前記液体導出管を差し込む差込位置と、前記装着される液体収容体の液体が使用される使
用位置との間を往復動するスライダを備え、前記スライダは、前記装着面と、前記収容部
とを有し、前記突出部は、前記液体収容体が前記差込位置に配置される場合、前記液体収
容体と接する。
　この液体導出管取り付け構造によれば、液体収容体に対する液体吸収体の相対位置をス
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ライダによって位置決めすることができ、液体吸収体の差込口に対する位置ずれを回避す
ることができる。しかも、液体収容体が差込位置に配置される場合に、液体収容体と突出
部とが接する。そのため、差込口から漏れ出す液体をより確実に吸収して回収することが
できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　この液体導出管取り付け構造は、前記突出部が、前記液体収容体における前記差込口を
有する面と接する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　この液体導出管取り付け構造によれば、液体収容体における差込口を有する面と液体吸
収体の突出部とが接することから、差込口から漏れ出す液体をより確実に吸収して回収す
ることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　この液体導出管取り付け構造は、前記液体吸収体が、前記液体導出管の外周を覆う。
　この液体導出管取り付け構造によれば、液体吸収体が、液体導出管の外周を覆うように
なる。したがって、差込口から漏れ出す液体に加えて、液体導出管から漏れ出す液体を吸
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収して回収することができ、液体収容体周辺の液体による汚染をより確実に回避すること
ができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　本発明の液体噴射装置によれば、液体導出管が上記液体導出管取り付け構造を備えるよ
うになる。したがって、液体収容体の差込口から漏れ出す液体を液体吸収体で吸収するこ
とができ、液体収容体周辺、ひいては液体噴射装置内部の液体による汚染を回避すること
ができる。
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